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p9

（４）男女のニーズの違い・性的少数者（性的マイノリティ）への配
慮

被災時の男女のニーズの違い等、男女双方の視点に十分に配
慮されるよう努めます。特に女性への暴力や性犯罪の防止の観
点から、以下の点など、さまざまな配慮を検討しておくことが必要
となります。また、性的少数者（性的マイノリティ）についても配慮
します。

□　一人暮らしの女性や乳幼児のいる家族等の被災者の状況
　　に応じ、間仕切りをするなどの配慮。
□　仮設トイレなど避難所のレイアウトにあたっては、特に女性
　　や子どもの安全・安心に配慮した場所や通路を確保。
□　更衣スペースや洗濯物の干場は男女別に設けるとともに、
　　見張りや施錠の設置を行う。
□　乳幼児のいる家族に配慮した授乳スペース・育児スペース
　　を確保。
□　セクシャルハラスメント、犯罪防止のため注意喚起や巡回
　　警備の実施。
□　女性向け物資の供給にあたっては、女性が配布を担当し
　　たり、女性専用スペースや女性トイレに女性用品を常備す
　　る等、配布方法を工夫。
□　性的少数者（性的マイノリティ）への配慮として、誰もが使
　　用できるトイレの設置や、更衣室や入浴施設について、一
　　人ずつ使える時間帯を作るなど工夫。
　　　なお、避難所運営の意思決定に女性が関わることも重要
　　です。
□　女性専用の相談窓口の設置。

（４）男女のニーズの違い・性的少数者（性的マイノリティ）への配
慮

被災時の男女のニーズの違い等、男女双方の視点に十分に配
慮されるよう努めます。特に女性への暴力や性犯罪の防止の観
点から、以下の点など、さまざまな配慮を検討しておくことが必要
となります。また、性的少数者（性的マイノリティ）についても配慮
します。

① 一人暮らしの女性や乳幼児のいる家族等の被災者の状況
　　に応じ、間仕切りをするなどの配慮。
② 仮設トイレなど避難所のレイアウトにあたっては、特に女性
　　や子どもの安全・安心に配慮した場所や通路を確保。
③ 更衣スペースや洗濯物の干場は男女別に設け、乳幼児の
　　いる家族に配慮した授乳スペース・育児スペースを確保。

④ セクシャルハラスメント、犯罪防止のため注意喚起や巡回
　　警備の実施。
⑤ 女性向け物資の供給にあたっては、女性が配布を担当した
　　り、女性専用スペースや女性トイレに女性用品を常備する
　　等、配布方法を工夫。
⑥ 性的少数者（性的マイノリティ）への配慮として、誰もが使用
　　できるトイレの設置や、更衣室や入浴施設について、一人
　　ずつ使える時間帯を作るなど工夫。
　　　なお、避難所運営の意思決定に女性が関わることも重要
　　です。
⑦ 女性専用の相談窓口の設置。

p10

（５）ペット同行避難者の受入れと適正なペットの飼養

避難所では、ペットと同行避難してきた避難者を受け入れます。
避難所におけるペットの飼養は、原則として飼い主自らが行いま
す。
飼い主が共同でペットの飼養を行うために、飼い主全員で「飼い
主の会」を立ち上げ、協力して管理を行います。
避難したペットの取り扱いについて、避難所では様々な価値観を
持つ人が共同生活を営むことに鑑み、居室へのペット（盲導犬、
介助犬、聴導犬を除く）の連れ込みはせず、敷地内の屋外に飼養
専用スペースを設置し飼養させることを基本とします。飼養専用
スペースの設置にあたっては、動物が苦手であったりアレルギー
を持つ他の避難者が居る可能性を考慮した場所に設置します。

（５）ペット同行避難者の受入れと適正なペットの飼養

避難所では、ペットと同行避難してきた避難者を受け入れます。
避難所におけるペットの飼養は、原則として飼い主自らが行いま
す。
飼い主が共同でペットの飼養を行うために、飼い主全員で「飼い
主の会」を立ち上げ、協力して管理を行います。
避難したペットの取り扱いについて、避難所では様々な価値観を
持つ人が共同生活を営むことに鑑み、居室へのペット（盲導犬、
介助犬、聴導犬を除く）の連れ込みはせず、敷地内の屋外に飼養
専用スペースを設置し飼養させることを基本とします。

p11

～省略～
・トイレの場所や食事の配給場所へのルートを一緒にガイドしな
がら説明し、必要に応じて付き添いを行う
・盲導犬を伴っている場合、直接盲導犬を引いたり触ったりしない

～省略～

・情報伝達に取り残されないよう避難者全体への連絡は掲示板な
どの表示を活用し、必要に応じて見回り、声掛けを行う

～省略～
以下を追加
・「手話」付きの放送があれば優先的に放送する

～省略～
・トイレの場所や食事の配給場所へのルートを一緒にガイドしな
がら説明する
・盲導犬を伴っている場合、直接盲導犬を引いたり触ったりしない

～省略～

・情報伝達に取り残されないよう避難者全体への連絡は掲示板な
どの表示を活用する。

～省略～

ｐ13

・防寒、避暑対策（特に妊娠後期や乳児）として空調がない（使え
ない）場合は、毛布、段ボール、新聞紙、カイロ、うちわ、保冷剤な
どを活用する
・お腹が大きくなってきた妊婦には、洋式トイレの確保が必要、乳
幼児の場合は保護者と一緒に入るため、障害者用トイレも有用
・個室に近い環境が難しい場合には、安静にできる場所や横に
なって仮眠できる場所を確保する
・トイレや授乳など共用部分に行く回数が多いため、体育館など
一般の居室では通路に出やすい場所を確保
・物資の配給では「早い者勝ち」にならないよう、時間差で配給を
行う、グループごとに取りに行くなどの対策が必要
・調乳、消毒にお湯を使用できるような配慮が必要

・防寒、避暑対策（特に妊娠後期や乳児）として空調がない（使え
ない）場合は、毛布、段ボール、新聞紙、カイロ、うちわ、保冷剤な
どを活用する
・お腹が大きくなってきた妊婦には、洋式トイレの確保が必要、乳
幼児の場合は保護者と一緒に入るため、障害者用トイレも有用
・個室に近い環境が難しい場合には、安静にできる場所や横に
なって仮眠できる場所を確保する
・トイレや授乳など共用部分に行く回数が多いため、体育館など
一般の居室では通路に出やすい場所を確保
・物資の配給では「早い者勝ち」にならないよう、時間差で配給を
行う、グループごとに取りに行くなどの対策が必要

避難所運営マニュアルR７新旧対照表（主な改定部分を掲載）
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（２）避難所運営委員会の構成

①運営リーダー（自治会長など積極的にかかわっていただける方
から選出）
②運営副リーダー（避難所周辺の自治会等から選出）
③施設管理者　数名（校長、教頭、所長等）
④避難所担当職員　原則６名程度（近隣在住職員など）
⑤その他避難所に関係する団体の長など
※委員の選出にあたっては、特定の性別に偏らないよう配慮しま
す。

（２）避難所運営委員会の構成

①運営リーダー（自治会長など積極的にかかわっていただける方
から選出）
②運営副リーダー（避難所周辺の自治会等から選出）
③施設管理者　数名（校長、教頭、所長等）
④避難所担当職員　原則６名程度（近隣在住職員など）
⑤その他避難所に関係する団体の長など

ｐ20

（２）避難所の運営（運営期）

ア　運営の基本事項
①避難所の運営は、原則、避難所運営委員会の運営リーダーを
中心に各班が分担・協力して運営を行います。役割分担は、特定
の性別に偏らないように配置します。

（２）避難所の運営（運営期）

ア　運営の基本事項
①避難所の運営は、原則、避難所運営委員会の運営リーダーを
中心に各班が分担・協力して運営を行います。

p21

イ　避難者の受入れ
①施設の安全確認後､開設準備が整い次第､避難者を施設内に
誘導します。
　※直ちに避難者がいない場合であっても、避難者の出入りに
注意し、避難してきたときにはすぐに対応できるようにすることで、
避難者が開設していないと誤解しないようにします。

～省略～

※避難者カード等の様式は、最新の様式を使用してください。
※性的少数者への配慮として、避難者カードの「性別」欄の記載
は任意とします。
※管理は厳重に行い、避難者カードの閲覧は原則職員のみとし
避難所運営委員会を含め不特定多数の目に触れないように管理
します。

イ　避難者の受入れ
①施設の安全確認後､開設準備が整い次第､避難者を施設内に
誘導します。
　

～省略～

※避難者カード等の様式は、最新の様式を使用してください。

～以下空欄～

ｐ24

□　共同で利用する空間を確保します。
①運営本部室、②受付、③掲示板及び掲示場所、④面会室、談
話室、⑤公衆電話、⑥救護施設（保健室）、⑦調理場所（給食室、
校庭）、⑧食堂、⑨更衣室、休養室、⑩洗濯場・物干し場、⑪仮設
トイレ、⑫ごみ置き場、⑬シャワー、⑭駐車場、⑮ペット飼養場所

※応急教育、学校再開に必要な施設を確保し、関係者以外は立
入禁止とする。（特に⑨、⑩、⑪、⑬などの生活スペース）

□　共同で利用する空間を確保します。
①運営本部室、②受付、③掲示板及び掲示場所、④面会室、談
話室、⑤公衆電話、⑥救護施設（保健室）、⑦調理場所（給食室、
校庭）、⑧食堂、⑨更衣室、休養室、⑩洗濯場・物干し場、⑪仮設
トイレ、⑫ごみ置き場、⑬シャワー、⑭駐車場、⑮ペット飼養場所

※応急教育、学校再開に必要な施設を確保し、関係者以外は立
入禁止とする。

p25 ・避難スペースの目安は、避難者一人あたりの面積が３．５㎡で、
世帯同士の区画の境界は敷物等で区別します。

・避難スペースの目安は、避難者一人あたりの面積が２㎡で、世
帯同士の区画の境界は敷物等で区別します。

居住スペース 居住スペース

避難所レイアウト 避難所レイアウト
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p26

□　避難所関係者全員にいかなる暴力・犯罪行為も許さないこ
　　と、気づいたら報告するよう喚起し、暴力・犯罪行為を許さ
　　ない環境づくりに取り組みます。

□　被害を受けた場合の相談窓口を設置し、掲示板などで周
　　知すると共に、避難者に困りごとはないか声掛けを行うよう
　　にします。

□　暴力・犯罪行為の被害を受けやすい、女性や子どもの意
　　見を取り入れ、避難所内全体の巡回警備や、状況により防
　　犯ブザーの配給など、暴力・犯罪対策を進めます。特に女
　　性専用スペースや、避難所内で死角になりやすいスペース
　　は注意します。

□　ボランティアを円滑に活用するためには、事前に避難者及
　　び在宅避難者または避難所運営の中で支援が必要な項目
　　を、把握しておくことが重要です。

□　ボランティアが派遣されて来たら、ボランティアの配置（食
　　糧班・物資班・環境班など）・役割分担等について話し合い
　　ます。女性のボランティアの配置については、安全確保の
　　ため配置場所に配慮を行います。

□　ボランティアの避難所での立入り可能エリアを明確にし、ト
　　ラブルの未然防止に努めます。

□　避難所関係者全員にいかなる暴力・犯罪行為も許さないこ
　　と、気づいたら報告するよう喚起し、暴力・犯罪行為を許さ
　　ない環境づくりに取り組みます。

□　被害を受けた場合の相談窓口を設置し、掲示板などで周
　　知します。

□　暴力・犯罪行為の被害を受けやすい、女性や子どもの意
　　見を取り入れ、巡回警備や、状況により防犯ブザーの配給
　　など、暴力・犯罪対策を進めます。

□　ボランティアを円滑に活用するためには、事前に避難者及
　　び在宅避難者または避難所運営の中で支援が必要な項目
　　を、把握しておくことが重要です。

□　ボランティアが派遣されて来たら、ボランティアの配置（食
　　糧班・物資班・環境班など）・役割分担等について話し合い
　　ます。

ｐ27

（注２）簡単なコミュニケーションをイラストで表現したカード
避難者用テレビが設置された場合、字幕機能を使用します。ま
た、「手話」付きの放送があれば優先的に放送します。

（注２）簡単なコミュニケーションをイラストで表現したカード
避難者用テレビが設置された場合、字幕機能を使用します。

ｐ28

・けが、急病等の傷病者に対する応急的な処置
・医療機関への搬送補助
・医療補助、介護活動
・高齢者、障害者等の要配慮者、外国人に対する支援
・避難施設内の子どもの保育活動及び支援に関すること
・避難者の医師・保健師への健康相談等に関すること

・けが、急病等の傷病者に対する応急的な処置
・医療機関への搬送補助
・医療補助、介護活動
・高齢者、障害者等の要配慮者、外国人に対する支援
・避難施設内の子どもの保育活動及び支援に関すること

ｐ32

p33

～省略～
以下を追加

□   各種トイレ（特に貯留型）には使用後のおむつなどを捨て
　　　ないようサニタリーボックスの配置や注意書きを行いま
　　　す。
□ 　トイレの設置は女性用、男性用の割合が３：１になるように
　　　配慮します。

～省略～
以下空欄

トイレ トイレ

安心・安全の確保 安心・安全の確保

ボランティアの受入れ・管理 ボランティアの受入れ・管理

救護班 救護班
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Ｐ35

□　避難者の受付、避難者台帳の作成
防災倉庫内の「避難者カード」により、避難者の受付を行います。
また、「避難者カード」に基づき、避難者台帳を作成します。

※避難者台帳の作成に併せ、避難所運営委員会において情報
共有するための避難者名簿（氏名、性別、配慮の有無、個人情報
提供の承諾の有無）を作成し、避難者の管理に活用します。
※提出された避難者カードは、個人情報の漏洩防止のため厳重
に管理します。

□　避難者の受付、避難者台帳の作成
防災倉庫内の「避難者カード」により、避難者の受付を行います。
また、「避難者カード」に基づき、避難者台帳を作成します。
以下空欄

p50

以下を追加
　土砂災害の危険がある場合には、区の総務課から避難所開設
の準備の連絡が入りますので、避難所担当職員は開設の準備を
行います。その後、高齢者等避難等を発令する段階で、避難所を
開設することとなります。
※土砂災害警戒区域の避難者用に開設する避難所以外にも自
主的に避難をしたい旨の連絡が区総務課に入った場合には、避
難所を開設することがあります。

土砂災害警戒区域（図・黄色部分）
・斜面の傾斜度が30度以上で高さが5m以上の区域
・急傾斜地の上端から水平距離が10m以内の区域
・急傾斜地の下端から急傾斜地の高さの2倍（50mを超える場合
には50mが上限）以内の区域

◎開設対象となる地域と避難所
開設対象となる地域と避難所は、以下のとおりです。



該当頁 新 旧

p51

ｐ53

ｐ53

ｐ55

生
活
必
需
品 

毛布 300 
生理用品 390 
紙おむつ（大人用） 40 
紙おむつ（乳幼児用） 120 
哺乳瓶（使い捨て） 15 
トイレットペーパー 2,400 

 

 開
設
キ
ッ
ト 

避難所開設用書類一式 １式 
多言語表示シート １式 
聴覚障害者用支援ボード １式 
災害時優先携帯電話 １式 

 開
設
キ
ッ
ト 

避難所開設用書類一式 １式 
多言語表示シート １式 
聴覚障害者用支援ボード・シート １式 
災害時優先携帯電話 １式 

生
活
必
需
品 

毛布 300 
生理用品 390 
紙おむつ（大人用） 40 
紙おむつ（乳幼児用） 120 
哺乳瓶（使い捨て） 10 
トイレットペーパー 2,400 
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ｐ56

ｐ58

p63～4

メモ欄追加


